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General Assembly 

IPA18GA003_JA 

22 June 2018 

 

会員各位 

国際圧入学会 

 会長 日下部 治 

「2018年度通常総会」決議通知 

 

2018年度通常総会へ多数ご出席いただき、誠にありがとうございました。過半数の出席をもって

総会は成立し、以下の全議案が可決されましたことをご通知申し上げます。 

・ 会期：   2018年 6月 6日－6月 21日  

・ 開催方法：   IPA ウェブサイト （会員サイトでのオンライン投票） 

・ 議決権保有会員：  659 （正会員 610、法人会員 49） 

・ 総会成立定足数：  330 （議決権保有会員の過半数） 

・ 投票者数：   502 ［総会成立］  （投票率 76.2%） 

 

議案別投票数内訳： 

議 案 議 題 賛 成 反 対 可決／否決 

第 1号議案 2017年度活動報告 502 0 可決 

第 2号議案 2017年度収支計算書及び監査報告 502 0 可決 

第 3号議案 2018年度活動計画 501 1 可決 

第 4号議案 2018年度予算 501 1 可決 

第 5号議案 新理事の選任 501 1 可決 

第 6号議案 理事の選任 502 0 可決 

 

本決議通知書は、IPAウェブサイトの下記ページに掲載しております。

https://www.press-in.org/ja/page/general_assemblies 

各議案への投票に伴う会員からのご意見やご要望に関しては添付資料にて紹介し、その回答を

掲載しておりますのでご参照ください。 

当学会活動の更なる充実と発展に向け、今後とも忌憚のないお声をお聞かせいただけますよう

お願いいたします。 

                                                  以上 
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【添付資料】 

会員からのコメント、及び回答 

第 3号議案 ［2018年度活動計画］ 

Q： 第 3 項の人材育成による社会貢献としての活動としての計画案が提示されているが、法人会員に

所属する正会員、特に若手や実務者にはまだまだ学術的視点での圧入技術が理解されていない

と感じる。日常業務に直接役立つような人材育成プログラムが活動計画にあるべきではないか？ 

A： 当該項目（3 項）は、A)技術委員会，B)技術書の編集や策定，C)若手技術者のネットワーク形成，

D)全国圧入協会（JPA）との協働による実効性ある研究活動、を柱とした学会としての人材育成計

画として提議しています。当学会活動は、産官学の各団体や機関など、各界･各分野からの多才な

人材（会員）によって支えられ、社会に貢献できる圧入技術を探求することを目的としています。各

会員の所属団体･機関ごとの人材育成計画と、その会員で構成されている当学会の人材育成計画

とは別なものとご理解ください。 

なお人材育成について会員から個別のご要望があれば別途対応いたします。 

第 4号議案 ［2018年度予算］ 

Q: 2018年度の単年度収支が赤字の理由は？ 

A： 2017 年度の収支計算にあるように、圧入工法設計施工指針（日本語）の改定編集活動と、圧入

Handbook（英語）の多言語化などの計画を 2018 年度に繰り延べました。諸機能の追加と情報発

信媒体としての IPA ウェブサイトの刷新、更に会員サービス向上として会員サイトの構築を優先し

た計画修正が背景です。その結果、2017年度の支出は285万円減額となり、2018年度への繰越

金が増加となりました。一方、2017 年度の収入は書籍類と Handbook の販売売上が計画値を上

回ったことで 240万円の増加となり、これも 2018年度への繰越金といたします。 

以上の理由で、2018年度への繰越金が増加して 2018年度の活動資金に充当することで、収入と

支出のバランスを図って 2018年度予算案としています。 

第 5号議案 ［新理事の選任］ 

Q： 学会として民間企業在職の理事を選任する理由は？ 

A： 産官学の協働による活動が柱となっています。全国圧入協会（JPA）との協働も含め、現場からの

情報に基づく研究と、その成果のフィードバックは重要な要素です。そのため、学会としては専門分

野のみならず、年齢層・産官学のバランスや地域性等々を勘案しての理事候補を“指名委員会”に

て推挙する制度（定款第 4章 12条）に則り運営しています。 

研究者に限定するのではなく、民間企業（建設業、設計コンサルタント等）に所属し、かつ実務に実

績のある方を理事に選任することは重要な意味を持っているとの認識です。 

その他の質問 

Q： 第 2号議案 ［2017年度収支計算書及び監査報告］でもう 1名の監事の署名がないのは？ 

A： 総会開催時にホームページに議案をアップするタイミングに間に合わなかったことが理由です。開

催日時を過ぎて修正ファイルを掲載すると、開催期間設定がリセットされてしまうことが判明し、時間

の制約上変更設定ができませんでした。総会閉会後にシステム修正を行う予定です。 

 

上記質問以外にも、活動の充実化や発展にむけての支援メッセージが多数寄せられましたが、紙面の

都合上割愛させていただきます。  

 


